
 
 

 「令和３年度チャレンジいばらき就職面接会」にて 
女性活躍推進法に基づく働きかけを企業に行いました！ 

令和３年 10 月 14 日 

 

 

 

  

 
 

 
茨城労働局 雇用環境・均等室では令和4年4月1日に常時雇用する労働者数101~300人企

業（以下「対象企業」といいます。）が女性活躍推進法の対象となることから、この度茨城
県と当局で実施した「令和３年度チャレンジいばらき就職面接会」を活用し、対象企業に対
して各種支援を活用することにより一般事業主行動計画（以下「行動計画」といいます。）
の早期策定・届出を行うよう勧奨するとともに、認定を受けることによる企業のPR、優秀な
人材の確保等のメリットについて併せて説明しました。 

雇用環境・均等室では引き続き各関係機関等と連携し、あらゆる機会を捉えた法の周知に
より履行確保に向けた取り組みを実施して参ります。 

 

【働きかけに活用した資料】※クリックすると資料等が閲覧できます。 
➢「予約制個別相談会」実施中！ 
➢女性活躍推進法に係る支援リーフレット 
➢女性の活躍推進企業データベース 
➢厚生労働省委託「2021年度 中小企業のための女性活躍推進事業」 

～女性活躍推進アドバイザー派遣事業のご案内～ 
➢労働局内の認定制度についてのリーフレット 

 

茨城労働局                   フォトレポート 

女性活躍推進法関連サイト「女性の活躍・両立支援総合サイ
ト」ついて説明する雇用環境・均等室職員（左） 
 

「令和３年度チャレンジいばらき就職面接会」
の会場の様子 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定概要に
ついて説明する雇用環境・均等室職員（右） 
 

 

目指せ！ 
えるぼし！ 

【問い合わせ先】雇用環境・均等室 ℡029-277-8295 

 
「えるぼし」認定とは？？ 
女性の活躍促進に関する状
況等が優良な企業として認
定する制度です。認定は、
基準を満たす項目数に応じ
て３段階あります。 

https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/kokin_kobetusoudan_030824.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/kokin_jokatu_030824_1.pdf
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
https://joseikatsuyaku.com/
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/kokin_nintei_ichiran_r030930.pdf

